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居宅介護支援契約書 
（２０２５年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宗教法人カトリック・カリタス修道会 

居宅介護支援事業所 カリタス
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  様（以下「ご利用者」という。）と宗教法人カトリック・カリタ

ス修道会「居宅介護支援事業所 カリタス」（以下、「事業者」という。）は、事業者がご

利用者に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。 

 
（目的及び内容） 

第１条 事業者は、ご利用者の委託を受けて、ご利用者に対し介護保険法令の趣旨 

にしたがって、居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提 

供が確保されるようにサービス事業者との連絡調整その他の便宜を図ります。 

２ サービス内容の詳細は、別紙「重要事項説明書」に記載のとおりです。 

 
（契約期間） 

第２条 この契約期間は、契約日からご利用者の要介護認定の有効期間満了日まで

とします。 

２ 上記有効期間満了日の7日前までに、ご利用者から事業者に対して、文書によ

る契約満了の申し出がない場合は、契約は自動更新されるものとします。 

 
（介護支援専門員） 

第３条 事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員をご利用者のサービス担当者 として

任命し、その選定または交代を行った場合は、ご利用者にその氏名を文書で通知します。 

 
（居宅サービス計画作成の支援） 

第４条 事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービ

ス計画作成を支援します。 

（１）ご利用者の居宅を訪問し、ご利用者及びご家族に面接して情報を収集し、

解決すべき課題を把握します。 

（２）当該地域における指定居宅サービス事業者に関するサービスの内容、利用

料等の情報を適正にご利用者及びそのご家族に提供し、ご利用者にサービスの

選択を求めます。 

（３）ご利用者は、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること

ができます。 

（４）ご利用者は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の

選定理由の説明を求めることができます。 

（５）提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意

点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成いたします。 

（６）居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険

給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について

ご利用者及びそのご家族に説明し、ご利用者から文書による同意を受けます。 

（７）その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。 
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（経過観察、再評価） 

第５条 事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門

員に担当させます。 

（１）ご利用者及びそのご家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます 

（２）居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定居宅

サービス事業者との連絡調整を行います 

（３）ご利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居

宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応を

します 

 
（施設入所への支援） 

第６条 事業者はご利用者が介護保険施設への入所を希望した場合、ご利用者に介護

保険施設の紹介その他の支援をします。 

 
（居宅サービス計画の変更） 

第７条 ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サー

ビス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意をもって居

宅サービス計画を変更します。 

 
（給付管理） 

第８条 事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作

成し、長崎県国民健康保険団体連合会に提出します。 

 
（要介護認定等の申請に係る援助） 

第９条 事業者は、ご利用者が要介護認定または要支援認定（以下「要介護認定等」

という）更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるようご

利用者を援助します。 

２ 事業者は、ご利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請をご利用者に代わっ

て行います。 

 
（サービス提供の記録等） 

第１０条 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録をつけることとし、これ

をこの契約終了後5年間保管します。 

２ ご利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該ご利用者に関する第

１項のサービス実施記録を閲覧できます。 

３ ご利用者は、当該ご利用者に関する第１項サービス実施記録の複写物の交付を

希望により受けることができます。 

４ 第１２条第１項から第３項の規定により、ご利用者または事業者が解約を文書

で通知し、かつ、ご利用者が希望した場合、事業者は直近の居宅サービス計画および
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その実施状況に関する書面を作成し、ご利用者に交付します。 

５ 介護サービス事業者における下記の諸記録の保存、交付等について、適切な個人情

報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を行います 

      （１）重要事項説明書 

      （２）居宅介護支援契約書 

      （３）アセスメントシート 

      （４）居宅サービス計画書 第1表～第7表 

 

（料金） 

第１１条 事業者が提供する居宅介護支援に対するご利用者の料金は、介護給付費よ

り事業所に対し全額支給される為、ご利用者が負担することはありませ

ん。但し、保険料の滞納が発生した場合はこの限りではありません。 

 
（契約の終了） 

第１２条 ご利用者は、事業者に対して、文書で通知することにより、いつでもこの

契約を解除することができます。 

２ 事業者は、やむを得ない事情がある場合、ご利用者に対して、契約終了日 の１

ヶ月前までに理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することがで

きます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報をご

利用者に提供します。 

３ 事業者は、ご利用者またはそのご家族等が事業者や介護支援専門員に対して本契

約を継続しがたい不信行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契

約を解除することができます。 

４ 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。 

（１）ご利用者が介護保険施設に入所した場合 

（２）ご利用者の要介護認定区分が、自立または要支援と認定された場合 

（３）ご利用者が医療機関に入院し長期の療養が見込まれる場合 

（４）ご利用者が死亡した場合 

 
（秘密保持） 

第１３条 介護支援専門員および事業者が使用する者は、サービス提供をする上で知り得

たご利用者及びそのご家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らし

ません。この守秘義務は契約終了後も継続します。 

２ 事業者は、ご利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議など

において、ご利用者の個人情報を用いません。 

（賠償責任） 

第１４条 事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責に帰するべき事由がない

限り、損害賠償責任を負いません。 
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（身分証携行義務） 

第１５条 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時およびご利用者やご

家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 
（相談・苦情等） 

第１６条 事業者は、ご利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供し

た居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等

に関するご利用者の要望、苦情等に迅速かつ適切に対応します。 

 
（法令順守） 

第１７条 事業者は、ご利用者より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守

し、注意を持ってその業務を遂行します。 

 
（信義誠実の原則） 

第１８条 ご利用者と事業者は、信義誠実を持って本契約を履行するものとします。 

２ 本契約の定めがない事項については、介護保険法令その他諸法の定めるとこ

ろに基づき、双方が誠意を持って協議の上定めます。 

 
（代理人） 

第１９条 ご利用者は、代理人を選任することができます。ただし、代理人がその代 理

権を行使する場合は、事業者に対し、その権限を証する書面を提示してこれを行うこ

ととします。 

 
（合意管轄裁判所） 

第２０条  ご利用者と事業者は、この契約の履行において、第１８条の2項をもってして

も解決が困難な事由が発生した場合に、やむを得ず裁判よって解決を図る場合

は、事業者の住所地を所轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることを予め合

意します。 
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この契約を証するため、本書２通を作成し、ご利用者（代理人による契約締結の場

合は代理人）及び事業者が署名のうえ、一通ずつ保有するものとします 

 
契約締結日 令和  年  月 日 

 
契約者氏名 

 
ご利用者 

 

                 〒  － 
 

         住  所                        

 

         氏  名                         

 

電話番号    

 

代理人（選任する場合） 
 

                 〒  － 
 

         住  所                        

 

         氏  名                         

 

        続  柄            

 

電話番号    
 

 

事業者 

 
法 人 名 宗教法人カトリック・カリタス修道会 

住  所   東京都杉並区井草４丁目２０番５号 

代表者名    宮 脇  京 子 

電話番号 ０３－３３９６－２１７１ 

 

事業者名     居宅介護支援事業所 カリタス 

住  所    長崎県長崎市新牧野町１３２番地１ 

管理者名  辻  敦子 

電話番号     ０９５９－２５－０７４１ 
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居宅介護支援重要事項説明書 
１．事業者（法人） 

事業者の名称 宗教法人カトリック・カリタス修道会 

事業者の所在地 東京都杉並区井草４丁目２０番５号 

法 人 種 別 宗教法人カトリック・カリタス修道会 

代 表 者 氏 名 宮 脇  京 子 

電  話  番  号 ０３－３３９６－２１７１ 

 

２．運営の目的と方針  

 要介護状態にあるご利用者に対し、公正・中立かつ適切な居宅介護支援を提供すること

を目的とします。その実施に際しては、ご利用者の居宅を訪問し、要介護者の有する能力

やおかれている環境等の課題分析を通じて、自立した日常生活を営むことが出来るように

「居宅サービス計画」等の作成及び変更を行います。 

 また、提供を受けている指定居宅サービス、関係市町村や地域包括支援センター及び地

域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携及び連絡調整を行い、サービス担当者会議の

開催等を通じて実施状況の把握に努めます。 

 

３．概要 

(１)居宅介護支援事業所の指定番号及びサービス提供地域 

事  業  所  名  居宅介護支援事業所 カリタス 

所    在    地  長崎県長崎市新牧野町１３２番地１ 

電話・Ｆax番号  ０９５９－２５－０７４１（Ｆax）０９５９－２５－０３２３ 

介護保険指定番号  ４２７０１０５８９５ 

サービス提供地域 長崎市（三重・外海地区）、西海市（大瀬戸町） 

 

(２)当法人の併せて実施する事業 

種 類 事 業 所 名 事業所指定番号 

介 護 医 療 院 介護医療院 カリタス ４２Ｂ０１０００３８ 

短期入所生活介護 短期入所生活介護 カリタス ４２７０１０８５６８ 

短期入所生活介護 短期入所生活介護 ひまわり ４２７０１３６１５５ 

訪 問 看 護 カリタス診療所 訪問看護 ４２１１１２３４４５ 

訪問リハビリテーション カリタス診療所 訪問リハ ４２７０１０５０３６ 

通所リハビリテーション デイケア カリタス ４２７０１０５４６５ 
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(３)職員体制 

従 業 員 の 職 種 業  務  内  容 人 数 

管 理 者 事業所の運営及び業務全般の管理 １人（兼務） 

主任介護支援専門員 居宅介護支援サービス等に係わる業務 １人 

介 護 支 援 専 門 員 居宅介護支援サービス等に係わる業務 2人 

 
(４)営業日及び営業時間 

営 業 日 
月・火・水・金：午前８時１５分～午後 ５時１５分 

木・土    ：午前８時１５分～午後１２時１５分 

休 業 日 
国民の祝日、振替休日、８月１３日から１５日、１２月２５日、 

１２月３０日～１月３日 

緊急連絡先 
管理者携帯（辻）０９０－７１５８－８３３６ 

※管理者介護支援専門員緊急連絡先にて 24時間体制にて対応 

 
(５)居宅介護支援の実施概要 

事  項 備  考 

課題分析およびモニ

タリングの実施方法 

厚生労働省が定める課題分析標準項目に準じたアセスメント表

を使用して課題分析を行います。その後、少なくとも月１回はご

利用者の居宅を訪問し、ご利用者と面談の上サービスの利用状

況、目標に向けた進行状況、生活上の変化などを確認させていた

だき記録します。 

また、ご利用者の状態が安定しているなど、一定の要件を満たし

た上で、ご利用者の同意およびサービス担当者会議で主治医、担

当者その他の関係者の合意が図られた場合、テレビ電話装置等

を活用したモニタリングを行うことができます。その際は、テレ

ビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報に

ついて、他のサービス事業者との連携により情報を収集します。

なお、少なくとも２月に１回は利用者の居宅を訪問します。 

利 用 料 金 ご利用者負担はありません。 

研 修 の 参 加 現任研修等、資質向上のため必要な研修に計画的に参加します。 

担当者の変更 担当の介護支援専門員の変更を希望する際は対応可能です。 

 
４．利用者からの相談または苦情に対応する窓口 

（１）当事業所相談窓口 

相 談 窓 口 居宅介護支援事業所 カリタス 

担  当  者 辻   敦 子 

電 話 番 号 ０９５９－２５－０７４１ 

対 応 時 間 月・火・水・金（8：15～17：15）木・土（8：15～12：15） 
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（２）円滑かつ迅速に苦情処理を行う対応方針等 

 苦情があった場合は、苦情主訴者から詳しい事情を聞くとともに、担当者及びサービス

事業者に事情を確認します。また、管理者が必要と判断した場合は、管理者等を含み検討

会議を実施し、検討の結果及び具体的な回答を直ちに苦情主訴者に伝え、納得を得られる

よう努めます。 

 

(３)サービス事業者に対する苦情対応方針等 

 サービス事業者による苦情対応状況を正確に確認するとともに、その苦情の真の原因を

突き止め、改善に向けた対応がなされるよう、サービス事業者との充分な話し合い等を実

施します。また、その後も必要に応じサービス事業者を訪問し、よりよいサービス提供が図れ

るようにします。 

 

(４)苦情申立機関が下記のとおり設置されております。 

 外部苦情相談窓口 

長崎市すこやか支援課 

（長崎市） 

電話番号 ０９５－８２９－１１４６ 

所 在 地 長崎県長崎市魚の町 4番 1号 

西海市長寿介護課 

（西海市） 

電話番号 ０９５９－３７－００２４ 

所 在 地 
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷

2278番地 1 

長崎県国民健康保険団体連合会 

介護保険課 

電話番号 ０９５－８２６－１５９９ 

所 在 地 長崎県長崎市今博多町 8番地 2 

長崎県運営適正化委員会 
電話番号 ０９５－８４２－６４１０ 

所 在 地 長崎県長崎市茂里町 3番 24号 

 

５．事故発生時の対応 

事業者の過誤及び過失の有無に関らず、サービス提供の過程において発生した、ご利用

者の身体的または精神的な通常と異なる状態についてサービス事業者から連絡があった

場合は、下記のとおりの対応を致します。 

① 事故発生の報告 

  事故によりご利用者の状態に影響する可能性がある場合は、速やかに市町村（保険者）

に報告します。 

② 処理経過及び再発防止策の報告 

 ①の事故報告を行った場合は、処理経過、事故発生の原因及び再発防止策を明確にし、

ご利用者および市町村（保険者）に報告します。なお、軽微な事故であってもその事故

についての検証を行い、再発防止に努めます。 

 

６．緊急時の対応方法 

サービス事業者からご利用者の身体状況の急変等、緊急の連絡があった場合には、予め

確認している連絡先及び医療機関に連絡を行い適切に対応します。 

 

７．主治の医師及び医療機関等との連絡 

 ご利用者の主治の医師及び関係医療機関との間において、ご利用者の疾患に関する情

報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで、ご利用者の疾患を踏

まえた支援を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために以下の対応をお

願いします。 
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① ご利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業所が医療機関に伝わるよ

う、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に、当事業所名及び担当の介護

支援専門員がわかるよう、名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。 

② また、入院時には、ご利用者またはご家族から、当事業所名及び担当介護支援専門

員の名称を伝えていただきますようお願いいたします。 

 

８．他機関との各種会議等 

① ご利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施する会議について、「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報

システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして行います。また、会議の

開催方法として、参集にて行うもののほかに、テレビ電話装置等を活用して実施する

場合もあります。 

② ご利用者等が参加して実施する会議について、ご利用者等の同意を得た上で、テレビ

電話装置等を活用して実施する場合もあります。 

 

９．秘密の保持 

 ① 介護支援専門員及び事業者に所属する者は、サービス提供する上で知り得たご利

用者及びご家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘

義務は契約終了後も継続します。 

② 利用者、ご家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等におい

てご利用者及びご家族の個人情報を用いません。 

 

１０．ご利用者自身によるサービスの選択と同意 

 ① ご利用者自身がサービスを選択することを基本に支援し、サービスの内容、利用料

等の情報を、下記の通り適正にご利用者またはご家族に対して提供するものとします。 

・ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予めご利用者に対して、複数の指定居宅

サービス事業者等を紹介するように求める事ができること、ご利用者は居宅サー

ビス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由を求めることができ

ることを説明します。 

・ 特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、ご利用者の選択を求

めることなく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することは

いたしません。 

・ 当事業所がケアプランに位置付けている訪問介護、通所介護、地域密着型通所介

護、福祉用具貸与の利用状況は「別紙１」の通りです。 

・ 居宅サービス計画等の原案計画に位置付けた指定居宅サービス等について、指定

居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議を開催、またはやむをえな

い事由で開催ができない場合には、照会等により当該居宅サービス計画等の原案

の内容について、専門的な見地からの意見を求め、ご利用者及び当該サービス担

当者との合意を図ります。 

② 主治の医師等が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない

と診断した場合「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイド

ライン」に沿った支援を実施いたします。具体的には、ご利用者またはそのご家族の

同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問（モニ

タリング）をさせていただき、ご利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握を実

施します。その際にご利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置

付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス提供
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の調整等を行います。 

 

１１．ハラスメント対策 

（1） 事業者は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる

性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲

を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

等の必要な措置をします。  

（2） 契約者（利用者）様、ご家族様または身元保証人等からの事業所やサービス従事者、

その他関係者に対して①～③の行為を行った場合は、サービスのご利用を一時中止

及び契約を解除させていただく場合があります。 

① 暴言、暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為、その他著しく常識を逸脱する行

為。 

② パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントなど身体

的・精神的暴力・性的嫌がらせ、いちじるしい威圧的行為。  

③ サービス利用中の従業者の写真や動画撮影、録音などを無断で SNSなどに掲載する

こと。 

 

１２．業務継続計画の策定 

  事業所は、感染症や自然災害の発生時において、ご利用者に対する指定居宅介護支援

事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るため

の計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

  また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修

及び訓練を定期的に実施します。 

  定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１３．感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

  事業所は、感染症が発生した際の予防、またはまん延防止のために、次の各号に掲げ

る措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする）をおおむね 6 月に 1 回以上

開催します。その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③ 介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期

的に実施します。 

 

１４．虐待の防止 

  事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ

ます。 

① 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、介護支援専門員に周知徹底を図ります。 

② 事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

③ 介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

④ 虐待防止の措置を講じるための担当者を配置します。 
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当事業者は、居宅介護支援の提供にあたりご利用者に上記のとおり重要事項を説明しま

した。     

この証として本書２通を作成し、ご利用者、事業者が署名の上、各自１通を保有するもの

とします。 

但し、ご利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の

方針も踏まえ、以下の対応をさせていただきます。 

ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を可能とします。 

 

令和  年  月  日 

 

居宅介護支援の提供に際し、本書面の重要事項の説明を行いました。 

事業者名 居宅介護支援事業所 カリタス 

 

所 在 地  長崎県長崎市新牧野町１３２番地１ 

 

管 理 者  辻   敦 子 

 

説 明 者                                                  

 

 

令和  年  月  日 

 

私は本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、居宅介護支援の提供開始に同

意しました。 

 

（ご利用者）    

 

住   所                                                 

 

 

 氏   名                                   

 

（代理人） 

 

住   所                                                    

 

 

 氏   名                                   

             （続柄：         ） 
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個人情報提供に係る同意書 

 

 私          は、および家族または介護者等の個人情報については、 

次に記載するところにより必要な限度の範囲で使用することに同意します。 

 
１．使用する目的 

  居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担

当者会議、及び介護支援専門員と事業者との連絡調整等において必要な場合に使用しま

す。 

 

２．使用の制限 

(１) 個人情報の提供は必要最低限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れるこ

とのないよう細心の注意を払うこと。 

(２) 個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。 

 

３．情報の内容 

(１) 私が利用している保健・医療・福祉の関係機関及び行政機関から、私の心身に関

する情報及び利用状況に関する情報を得ること。 

(２) 私個人の情報に関することを、共有する必要がある場合に保健・医療・福祉の関

係機関及び行政機関へ、居宅介護支援事業所 カリタスが所有する情報を提供するこ

と。 
 

   年   月   日 

 

（利用者） 住所                    

 氏名                    

（ 家 族 ） 住所                    

 氏名                    

 続柄                    

(代 理 人 ) 住所                    

 氏名                    

 続柄                    

(説 明 者 ) 
住所 長崎県長崎市新牧野町 132-1 

   居宅介護支援事業所 カリタス 

 氏名                    

 

 


